
【コーポレート・ガバナンス体制および内部統制システム概要図】

【適時開示に係る社内体制概要図】

※ 上記図には表示しておりませんが、決算に関する情報については会計監査人および監査等委員会を経るなど、
各関係法令等を遵守し、会社情報の適時開示を実施しております。
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